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尼崎市公設地方卸売市場再整備事業に係る募集要項等策定支援業務委託 

 

１ 経緯経過 

 

尼崎市公設地方卸売市場は、現在地に新市場を建設し、昭和 42 年 10 月移転して運営を開始してお

り、移転後、増改築を繰り返しながら機能強化を図り現在に至っていますが、施設が老朽化し、一部の

市場機能の不足のほか、各施設間の非効率な動線など、種々のハード的な課題があり、また、取扱高及

び事業者数が減少し、市場運営に影響を及ぼしています。 

この現状を受け、令和 2 年 3 月に基本方針を策定し、「現敷地において市場施設を適正規模に集約整

備」、「市場経営力の強化及び市場運営の適正化」の二つの方針を軸に検討を進め、基本姿勢に掲げる「こ

れまでの卸売市場の形態や慣例にとらわれることなく、市場の経営力強化や運営の適正化等に取り組み、

環境の変化に対応できる生鮮食料品等の市場を目指し」取組を進めています。 

 

基本方針 URL：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1023767.html 

 

２ 尼崎市公設地方卸売市場の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市場使用料については、市場業務条例施行規則別表 3（P.22）参照 

市場業務条例施行規則 URL： http://www.ama-shijoh.net/gaiyou/ordinance05.pdf 

市場使用料条例額・規則額一覧表：次ページ参照 

尼崎市公設地方卸売市場 

位置 尼崎市潮江 4 丁目 4 番 1 号 

取扱品目 青果物 水産物 乾物 みそ 

事業者数 

青果 水産 
指定 関連 

卸 仲卸 卸 仲卸 

１社 ２1 社 １社 １３社 ３社 15 社 

取扱高 

 青果部 水産部 指定業者 

－ 取扱数量 23,665ｔ 1,917ｔ 2,756ｔ 

取扱金額 4,634 百万円 2,450 百万円 1,393 百万円 

用途地域等 準工業地域（建ぺい率 60%、容積率 200%）準防火地域 

都市計画施設 市場（昭和 40 年 3 月 22 日市告示第 689 号） 

敷地面積 約 6.3ha 

建築面積 約 3.7ha 

※ 事業者数は R5.3.1 現在、取扱高は R4 年決算（暦年） 

市場会計概要【Ｒ５年度予算】     （百万円） 

歳入 歳出 

市場使用料 191 維持管理委託費 191 

実費負担金 116 水光熱費等 116 

繰入金 35 人件費 75 

繰越金 50 市債償還 0 

  予備費 10 

合  計 392 合  計 392 

 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1023767.html
http://www.ama-shijoh.net/gaiyou/ordinance05.pdf
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市場使用料（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

種      別 条   例   額 規   則   額 

卸 売 業 者 市 場 使 用 料 卸売金額の 1,000 分の 7 卸売金額の 1,000 分の 2.5 

仲 卸 業 者 市 場 使 用 料 
場外仕入物品の販売 

金額の 1,000 分の 7 

買入金額に 1.05 を乗じて 

得た金額の 1,000 分の 2.5 

指定事業者市場使用料 卸売金額の 1,000 分の 7 卸売金額の 1,000 分の 2.5 

卸 売 場 使 用 料 231 円/月㎡ 231 円/月㎡ 

低 温 卸 売 場 使 用 料 
970 円/月㎡ 

 

青果部用 

水産物部用 

970 円/月㎡ 

421 円/月㎡ 

仲 卸 業 者 使 用 料 1,496 円/月㎡ 1,496 円/月㎡ 

指定事業者営業所使用料 671 円/月㎡ 671 円/月㎡ 

関連事業者営業所使用料 1,958 円/月㎡ 
甲 1,705 円/月㎡ 

乙 1,958 円/月㎡ 

事 務 所 使 用 料 1,210 円/月㎡ 
甲 748 円/月㎡ 

乙 1,210 円/月㎡ 

倉 庫 使 用 料 1,419 円/月㎡ 
甲 1,111 円/月㎡ 

乙 1,419 円/月㎡ 

発 酵 庫 使 用 料 748 円/月㎡ 748 円/月㎡ 

加 工 場 使 用 料 1,375 円/月㎡      1,375 円/月㎡ 

冷 蔵 庫 １ 号 使 用 料 751,300 円/月 616,000 円/月 

冷 蔵 庫 ２ 号 使 用 料 924,000 円/月 924,000 円/月 

保 冷 庫 使 用 料 2,134 円/月㎡ 
1 号 

2 号 

2,134 円/月㎡  

 751 円/月㎡ 

買 荷 保 管 所 使 用 料 385 円/月㎡  385 円/月㎡ 

特 設 駐 車 場 使 用 料 7,150 円/月台 
屋上部 

普通自動車用 7,150 円/月台 

軽自動車用 5,148 円/月台 

１階部 4,445 円/月台 

土 地 使 用 料 297 円/月㎡ 297 円/月㎡ 

甲：S58.1.1 前に建築（新築、増築、改築）  乙：S58.1.1 以後に建築（新築、増築、改築） 

 

市場施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売市場 23,332
青果・水産卸売場 昭和42年 S構造 2 9,346
青果仲卸店舗 昭和42年 S構造 1 3,750
水産仲卸店舗 昭和42年 S構造 1 2,400

(増築部） 昭和43年 S構造 1 786
買荷保管所 昭和42年 S構造 1 1,755
通路 昭和43年 - 5,295

昭和45年 S構造 1 640 225
指定店舗（漬物・乾物） 漬物 昭和42年 RC構造 1 857 663

乾物 昭和42年 RC構造 1 528 399
1号冷凍庫棟 昭和42年 RC構造 3 650 1,631
2号冷蔵庫棟・屋上駐車場 昭和47年 RC構造 2 1,851 1,692
附属店舗（飲食） Ａ棟 昭和42年 RC構造 1 134 125

Ｂ棟 昭和42年 RC構造 1 200 187
関連店舗棟・屋上駐車場 昭和60年 RC構造 2 7,654 10,191
管理棟・屋上駐車場 昭和58年 RC構造 2 3,639 4,544
倉庫 昭和42年 S構造 1 708 708
バナナ発酵庫 昭和63年 S構造 1 983 983
保冷庫 平成20年 S構造 1 184 184
寺本氷室 平成10年 S構造 1 61 61
旧尼崎信用金庫 昭和41年 RC構造 3 244 511
守衛所 正門 昭和42年 S構造 1 34 29

裏門 昭和42年 S構造 1 19 16
昭和62年 RC構造･S構造 2 24 39

延床
面積

18,480

青果卸売場（近郊軟弱蔬菜売場）

汚水処理施設・汚泥脱水水処理施設

施設名称 年度 構造 階数
建築
面積



 

 3 / 7 

３ 再整備事業の基本的な考え方【公募要件等に求めるもの】 

 

1) 卸売市場の機能維持 

 

 現卸売市場の立地特性を活かして市場敷地を有効活用することにより、事業費の財源を確保するとと

もに市場を活性化することにより、市場運営の適正化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 市場運営の適正化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場運営の適正化には、市場会計の歳入歳出の均衡を継続することが重要となり、歳出を抑制し、歳

入を安定的に確保する必要があります。 

名神高速 

伊丹空港 

10km 20 分 

尼崎 IC 

JR 尼崎駅 

関西空港 

55km 60 分 

神戸空港 

31km 30 分 
大阪都心 

10km 20 分 

京都方面 

45km 50 分 

★大消費地に隣接 ･･･ 

 大阪、神戸に隣接 

 尼崎市人口は約 45 万人※ 

★交通の利便性 … 

名神高速道路ＩＣをはじめ広域道路ネッ

トワークと円滑に接続 

空路・海路もアクセス良好 

★労働力の確保･･･ 

 ＪＲ尼崎駅に近接 

★内陸部の工業地･･･ 

 準工業地域（良好な操業環境） 

※ 住民基本台帳人口 令和 4 年 3月 31日現在 

市場活性化方策 

・ネット販売の促進  ・共同集荷の促進 

・輸出入事業の参画  ・共同配送システム構築等 

集客力の強化 

・衛生管理、温度管理の強化 ・集客施設の設置 

・特産品等の商品開発等 

一般会計に影響を及ぼすことなく 安定した経営を継続 

事業費の削減 

・適正規模  ・必要機能  ・民間ノウハウ活用 

・一部機能を民間施設が担う等 

維持管理経費の削減 

・民間施設との共同管理 ・長寿命化施設の採用 

・メンテナンスフリー機能の採用等 

 

（市場歳出の抑制） 

【市場規模・機能の適正化】 

空床発生の抑制方策 

・場内事業者の経営状況把握 ・経営改善の取組強化 

・マーケティング情報の発信等 

リーシングの強化等 

・使用料見直し ・関西進出事業者へのアプローチ 

・広域販路開拓者への勧誘等 

 

（市場歳入の確保） 

【継続可能な市場運営】 

一般会計の税収等経済効果（市民還元） 

空床の活用方策 

・場内事業者への斡旋 ・他用途での活用 

・余剰地を民間業者へ賃貸等 

他業種の活用 

・食品関係場外業者への活用 

・関連店舗での活用等 

【継続可能な市場運営】 

（市場歳入の確保） （市場歳入の確保） 
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仲卸等の減少 

3) 市場環境とリスク要因との相関関係イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場の活性化と市場運営の適正化は相関関係にあり、場内事業者が健全な経営を継続することが、場

内事業者数の減少、空床の発生などを抑制し、安定的な歳入の確保が可能となります。 

そのためにも、市場環境を十分に把握し、卸売市場の戦略とリスク要因との相関関係を的確に踏まえ、

状況に応じた効果的な対策を機を逃さず着実に実施し、市場を活性化することが重要となります。 

 

4) 卸・仲卸のリスクへの対策例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱高減少 

卸の運営困難 

物流形態の変化 

経営者等の高齢化 

後継者不在 

市場経由率の減少 

供給粗食料の減少 

消費者ニーズの変化 

生産者の減少 

高齢化 

冷凍食品 

加工食品の増加 

人口減少 

少子高齢化 

産地直送・直売所 

注文配送 

ネット販売 

大手スーパー等 

配送センター設置 

単身世帯 

共働きの増加 

 

小売店等の減少 

 消費者ニーズへの対応 

  販路対象業種・業態 
   小売店、飲食店 

   スーパー、ドラッグストア 

   食品加工事業者 

   一般消費者 

販路拡大 

労働者の高齢化 

後継者不足の解消 

 食品物流機能の強化 
   集荷力（商品力）強化 

   輸入機能拡大 

   市場間ネットワーク強化 

   商品搬送の効率化 

 労働環境の改善 
  労働・営業時間の改善 

  休場日、休暇の改善 

  職場環境の改善 

 利益率の改善 

サービスの改善 

 商圏の広域化 
  地方等広域化 

  海外輸出 

 決済方法の対応 
  電子決済 

  クレジット決済 

 受注方法の対応 
  対面販売 

  電話・ＦＡＸ受注 

  ネット取引（システム受注） 

 商品の差別化 
  品揃えの向上 

  品質向上 

  鮮度確保 

  特産品 

  パッケージ対応 

  ニーズ対応加工 

  ブランド化 

など 

 経営の効率化 
  ＥＣ(ネット販売) 

  ＤＸ導入 

  共同配送、 

共同加工 

共同集荷 

など 
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安い         施設使用料        高い 

5) 市場運営と事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場の再整備に係る事業費は、施設使用料と連動し、場内事業者の健全な経営に影響を及ぼすため、

市場運営の適正化には事業費を抑えることが重要となります。 

そのためには、市場を適正規模に集約し、市場機能を強化する必要がありますが、販売力や集荷力を

確保し競争力を高めつつ、過剰な設備投資を避ける必要があります。 

 

6) 市場機能等の導入イメージ例 

 

  ＜新市場（用途別施設）＞             ＜機能強化・商品差別化に係る要素＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 効率的かつ利便性の高い配置計画や柔軟に対応できるフレキシブルな構造も重要となります。 

 

7) 事業手法 

ＰＰＰ手法による官民連携 

 

 

 

 

 

 

 

低い         市場機能          高い 

小さい        市場規模        大きい 

安い          事業費          高い 

 

卸売場（低温） 

仲卸売場（低温）（衛生） 

加工場（低温）（衛生） 

保冷施設増強 

冷蔵施設 

買荷保管施設（低温） 

分荷施設（低温） 

配送センター（低温） 

集客・賑わい施設 

福利厚生施設 

衛生管理 

 衛生設備の強化 

 温度管理可能施設 

  閉鎖型施設、ドッグシェルター等 

  コールドチェーン化 

物流機能の強化 

市場設備の高度化 

 ネット環境の強化等 

集客力の強化 

 賑わい施設、一般開放等 

市
場
環
境
・
動
向
の
対
応
や
、
市
場
間 

競
争
力
等
の
強
化
に
必
要
な
機
能
の
選
択 

施設の老朽化 

設備等の機能不足 

土地の有効活用 

事業費捻出 

卸売市場 

施設更新 

機能強化 

事業イメージ 
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■ 事業方式 ※民間資金を活用した整備手法 

ＰＦＩ（PFI 法に基づく方式） ＰＰＰ(PFI 法に基づかない) 

ＢＴＯ（公共所有） ＢＯＴ（民間所有） ＢＯＯ（民間所有） リース方式 

事業者が施設を設計・

建設し、完成直後に公共

に施設の所有権を移転

し、PFI 事業者が施設を

維持管理する方式。 

事業者が施設を設計・

建設し、完成した施設を

所有したまま維持管理

し、事業終了後に公共に

所有権を移転する方式。 

事業者が施設を設計・

建設後、所有したまま維

持管理し、事業終了後に

民間事業者が施設を解体

又は運営継続する方式。 

市が民間事業者提案を募集 ・選定

し、施設の計画 ・設計 ・施工 ・維持

管理を民間事業として実施する。民

間が施設を所有し、市は整備費用を

リース料で負担する。 

・民間事業者は、市が定める要求水準書に基づき市場施設を整備する。 

・PFI 法に基づき VFM 算定、特定事業選定、実施方針公表等の手続きが必要。 

・民間ノウハウを最大限活用して

市場施設を整備する。 

・PFI 法に基づく手続き不要。 

民間事業者ノウハウを最大限に活用する事業の趣旨から、より自由度の高い提案が可能で、市

にとって有利な条件を引き出せる可能性がある PPP 方式（PFI を含む）を想定しています。 

 

■ 選定方式 

一般競争入札方式 総合評価入札方式 プロポーザル方式 

一般競争入札 随意契約 

価格が最も安い者を落札者として決

定する。 

価格以外の要素と価格とを総合的に

評価して、最も評価の高い者を落札者

として決定する。 

市が定める評価基準に基づき、価格と

価格以外の要素を総合的に評価して、

最も評価の高い者を優先交渉権者と

して決定する。 

落札者決定から契約締結までの金額の変更は、基本的に認められない。 優先交渉権者決定から契約締結まで

の提案金額の変更は、競争性に反しな

い範囲であれば可能。 

PPP 方式（PFI を含む）ではプロポーザル方式で民間事業者を選定、基本協定を締結し、実施

設計後の事業契約締結までに交渉を行う方法を想定しています。 

 

 

8) 官民連携のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市場をリース：初期費用を抑制、財政支出の平準化、市場環境の変化に応じた規模の増減可能 

 

 

市場運営の適正化と市場機能の強化の実現 

敷地の有効活用 市場の活性化 事業費の抑制 事業費の捻出 

市場敷地全部を民間に借地 市場施設は民間施設との合築 

維持管理費の縮減 

市場施設はリースの方向 ※ 

民間資本・ノウハウの活用 

敷地の有効活用、収益性の向上、連携の効率化【全体計画の自由度が向上】 
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9) 各権利形態 

土地・施設の権利関係例 

全市場敷地 62,500 ㎡を民間が定期借地 ＋ 建物は民間所有で市場をリースの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市としては、土地は長期で定期借地し、維持管理経費を含めたリース料が、施設使用料の変動を一定

抑制できるのであれば、市場施設を買取らず賃借する方が有利と考えています。 

また、民間施設は、市場との連携により、市場の活性化や機能強化が図れ、親和性がある業態の誘致

が望ましいと考えています。 

■ 借地期間 ※借地借家法及び市公有財産規則 

～40 年 40～50 年未満 50 年 50 年～ 

事業用定期借地 

（借地借家法第 23 条） 

事業用定期借地権 

※市長の特別の許可 

一般定期借地権 

（借地借家法第 22 条） 

一般定期借地権 

※市長の特別の許可 

償却期間を長くとることにより、市場施設のリース料の低減が可能で、民間事業者は収益性も

向上し参画し易いと考えています。 

 

 

 

これまでの市場は市民が直接利用

する施設ではありませんでしたが、

施設更新に際しては、本来の役割で

ある生鮮食料品等の安定供給を担っ

ていくことはもとより、新たな価値

を創出し、市民に愛され親しまれる

市場を目指していく必要あります。 

新しい尼崎市公設地方卸売市場 
生活を 

支える 

生鮮食料品等の安定供給を維持 
  市民が安心して食を享受 

  市民ニーズ（食料品の安全性・品質等）に応える 

災害に 

備える 

新たな 

価値 

税収効果 

 雇用の創出 

経済効果 

市民に愛され親しまれる市場へ 
市民が憩えるスペース 

市民が活用できるスペース 

市民に開放されたスペース など 

災害時にも生鮮食料品等を安定供給 
  食品流通基盤の強化 

  災害時の早期復旧 

【イメージ図】 

運営等 

生鮮食料品等 使用料 

事業所税等 

余剰金等 運営経費等 

還元 

基金等(特会) 

民間事業者 市 
民間施設 
100,000 ㎡ 

開設者 市場：リース 25,000 ㎡ 

場内事業者 
市 民 

施設：民間所有 
最大延床 125,000 ㎡ 

土地：定期借地 62,500 ㎡ 

市場リース料 土地借地料 

※ 市場規模は床面積 25,000 ㎡程度と試算しています（駐車場除く）。 


